
令和６年度 西区連合町内会・自治会連絡協議会 1１月定例会の報告 1１月 1８日 ＺＯＯＭ開催  

 

１）【戸部警察】戸部警察署管内犯罪等概況について 

①刑法犯認知数 1205 件（昨年 1150 ＋55） 検挙件数 535 件（昨年 370 ＋165） 

  増加した犯罪 万引き 395 件（＋95） 詐欺 93 件（＋36） 自動車盗 14 件（＋11） 

減少した犯罪 暴行   55 件（－24） 自転車盗 124 件（－10）置引き 45 件（－42） 

 ⓶振り込め詐欺  29 件（昨年 16 件 ＋13） 

  今年度 被害額 約 1 億 5500 万円 昨年度 約 5630 万円 

 ③交通事故件数 224 件（＋12） 死者 2 人（0） 負傷者 257 人（＋22） 

 ④西区内の交通事故発生状況 

交通事故は減少傾向にありますが、依然として二輪車の関係する交通事故が多発しています。 

事故の傾向としては、追突や横断中の事故が増加しています。                                                                                                                             

歩行者の方は付近に横断歩道があるときは横断歩道を渡り、併せて反射材も身に着けドライバー 

に自分の存在をアピールしましょう。 

今月のトピックス 戸部署『✕』はじめました。 フォローお願いします！ 

2）西消防署からの報告（1 月 1 日～10 月 31 日）  

＊火災発生件数 28 件（－5）  焼損面積 329 ㎡（＋271） 

10 月中の火災 3 件（建物火災：2 件） 浅間町 5 丁目、久保町、南幸 1 丁目  

＊救急出動件数 8944 件（＋107） 

急病（6225）、交通事故（251）、一般負傷（1793）、その他（675） 

＊防災について考えるきっかけに！防災講演会を開催します！ 

演題「ディズニーの危機管理から学ぶ〜そなえた分だけ憂いなし～」 

日時：令和７年１月１０日（金） 15:00～16:30(開場：14 時 30 分から) 

場所：西公会堂 横浜市西区岡野 1-6-41 

定員：先着 500 名  参加料：無料 

＊2024 年度全国統一防火標語『守りたい 未来があるから 火の用心』 

3）令和７年西区消防出初式の開催について 

新年にあたり、防火・防災や消防団活動に功労のあった地域住民の皆様や消防団員等に表彰などを 

行う消防出初式を開催します。 消防音楽隊のアンサンブル演奏や消防団の車両展示も行いますので、 

自治会町内会の皆様への周知のご協力をお願いいたします。 

（１）日時    令和７年 1 月 7 日（火） 10 時 30 分～11 時 30 分 (10 時受付開始) 

（２）会場    西公会堂（横浜市西区岡野一丁目６番 41 号） 

（３）申込先   申込不要 

（４）実施内容  ① 式典  ② 消防音楽隊によるアンサンブル演奏  ③ 消防団の車両展示   

（５）問合せ先    西消防署総務・予防課庶務係  

電話：331-0119／ＦＡＸ：313-0119  

E-mail:sy-nishi-sy@city.yokohama.lg.jp 

４）横浜中税務署からのお知らせ（税理士による無料申告相談／申告書作成会場の開設）について 

令和６年分 確定申告にあたり、「税理士による無料申告相談会」及び「申告書作成会場の開設」に 

ついて、ご案内いたします。 

（１）税理士による無料申告相談  

① 会場・日時 
期  間 会 場 所在地 時 間 対象者（注 1） 

令和 7 年 

1 月 28 日(火)～29 日(水) 

藤棚地区 

センター 
藤棚町 2-198 9 時～11 時 30 分 

13 時～15 時 30 分 

・年金受給者 

・給与所得者 

・小規模納税者（注 2） ２月４日(火) 西公会堂 岡野 1-6-41 

1 月３０日(木) 税理士会館 花咲町 4-106 10 時～15 時 30 分 ・年金受給者、給与所得者 

（注）１ 土地、建物及び株式などの譲渡所得がある方は対象とはなりません。  

２ 小規模納税者とは、事業所得、不動産所得または雑所得を有する方のうち、令和５年分の所得金額 

（専従者控除前または 青色専従者 給与及び青色申告特別控除前）が 300 万円以下の方を指します。 

※留意事項 ① オンラインによる事前申込先 東京地方税理士会横浜中央支部  

※当日入場整理券も配付しますが、なくなり次第終了となります。  

② 来場の際は、源泉徴収票など申告相談に必要な書類、スマートフォン及び 

マイナンバーカード等をご持参ください。 



（２）申告書作成会場の開設について  

① 会場・開設期間・受付（相談）時間 

開 設 期 間 会  場 所 在 地 時   間 
令和７年２月 17 日（月）～  

３月 17 日（月） 

（土、日及び祝日を除きます） 

※但し３月２日の日曜は開場 

日石横浜ホール（桜木町） 

※駐車場・駐輪場は、 

ありません。 

中区 

桜木町 1-1-8 

日石横浜ビル 1 階 

【受付】 午前８時 30 分から午後４時まで 

【相談】 午前９時 15 分から午後５時まで 

※留意事項 ① 混雑回避のため、申告書作成会場への入場には入場整理券が必要となります。  

当日入場整理券を配付しますが、配付状況に応じて受付が早く締め切られる場合 

があります。当日並ばずに LINE で事前に入場整理券を取得できます。 

 ② 来場の際は、源泉徴収票など申告相談に必要な書類、スマートフォン及びマイ 

ナンバーカード等をご持参ください。  

【ポスター掲出期間】 １２月２5 日（水）～３月１７日（月） 

（３）問合せ先    横浜中税務署個人課税第１部門  電話：045-6５1-1321（内線 221） 

５）地下漏水調査の実施について 

横浜市水道局では、漏水事故防止の一環として、調査会社「水道テクニカルサービス株式会社」に委託 

して、西区内全域の地下漏水調査を実施します。 調査員が道路上で漏水調査を実施しますので、ご協力 

をお願いいたします。 また、広報よこはま 12 月版にて、西区の皆様に周知します。 

（１）調査概要 ① 調査名    漏水調査作業委託（その１）  

② 調査場所   西区内全域  

③ 調査会社名  水道テクニカルサービス株式会社  

④ 所在地    横浜市旭区二俣川１丁目 45－45  

⑤ 電話番号   ０４５－３６０－９２２０  

⑥ 現場責任者  佐藤 宏樹 

（２）調査期間   令和７年１月初旬から令和７年２月中旬までの平日   

（３）調査時間   午前８時 45 分から午後５時 15 分まで  

（４）調査方法   道路上における路面音聴調査と、宅地内に立ち入る漏水確認調査を行います。 

① 路面音聴調査  

路面音聴調査とは、道路内に埋設されている水道局の配水管（水道の本管）及び 

各建物への給水引込管を対象に、調査員が漏水探知器を使用して、道路上から漏水 

音の有無を確認する調査方法です。 

② 漏水確認調査  

漏水確認調査とは、路面音聴調査によって漏水の疑いが確認された場合、宅地内で 

漏水調査機器を用いて漏水箇所を特定する調査方法です。  

宅地内を調査する場合には、事前に当該建物所有者等の許可を得てから行います。  

また、ご不在の場合は、改めてご訪問させていただきます。   

（５）問合せ先   水道局配水部配水課漏水管理係 電話：331-1838／ＦＡＸ：332-1442 

６）横浜市の公園が禁煙になることについての周知チラシの掲示について 

「子育てしたいまち 次世代を共に育むまち ヨコハマ」を目指し、子どもたちが安全に安心して遊べる 

環境を確保するとともに、多くの方が集い、憩う公園で、受動喫煙対策を進めるため、横浜市公園条例 

の一部改正し、禁止行為に「喫煙をすること」を追加しました。令和７年４月から横浜市の公園は禁煙 

となります。 このことについて、広く市民の皆様にお知らせするため広報チラシを作成しましたので、 

自治会町内会の掲示板への掲出についてご協力をお願いいたします。 

（１）【ポスター掲出期間】 11 月下旬～３月 31 日（月） 

※掲示板の空き状況等によりご無理のない範囲でご協力をお願いします。 

※チラシが劣化した場合等には、新規のものをお渡しすることも可能です 

ので、公園緑地管理課あてご連絡ください。 

（２）問合せ先     みどり環境局公園緑地管理課 電話：671-2642／ＦＡＸ：550-3916  

E-mail: mk-koenkanri@city.yokohama.lg.jp 

７）西区霞橋の灯具復元におけるデザイン投票について 

西区制 80 周年事業として、霞橋の親柱に灯具を復元するにあたり、灯具のデザイン投票を実施 

します。投票のご協力よろしくお願いします。 

（１）投票期間   11 月 11 日（月）～12 月 20 日（金） 



（２）投票方法   横浜市電子申請・届出システムから投票をお願いします。 

（３） 問合せ先     西土木事務所道路係（２階道路係窓口） 電話：242-1313／ＦＡＸ：241-7582 

 E-mail: ni-doboku@city.yokohama. lg.jp 

８）横浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度の方向けのマイナ保険証専用コールセンターについて 

横浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度の紙（プラスチック）の健康保険証の新規交付が行われ 

なくなる 12 月 2 日以降の医療機関の受診は、  

①マイナ保険証がある方   マイナ保険証をご利用ください。  

②マイナ保険証がない方   お持ちの健康保険証は有効期限（最長で令和 7 年 7 月 31 日）まで利用 

できます。  

有効期限後は、区役所から送付する「資格確認書」をご利用ください。 

「資格確認書」は自動交付のため、申請手続きは不要です。  

横浜市では、マイナ保険証に関する専用コールセンターを設置しています。  

コールセンターのご案内と、マイナ保険証の概要の資料を単位会長宛にお送りします。 

〈情報提供内容〉 

（１）専用コールセンター     

TEL:０４５－６２０－８１８７  

令和７年１月 31 日まで（土日祝日を除く）９時から 19 時まで 

（２）マイナ保険証の利用登録方法  

別紙１「マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みは医療機関・薬局の受付でも  

OK！」をご参照ください。 ※10 月区連会でお配りした資料と同じものです。 

（３）マイナ保険証の医療機関等での使い方  

別紙２「マイナンバーカードを健康保険証として使うには」をご参照ください。 

（４）問合せ先      保険年金課保険係（１階７番窓口）  

電話：320-8425／ＦＡＸ：322-2183 

９）西区制 80 周年記念誌の発行について 

西区が令和６年４月１日に区制 80 周年を迎えたことを区民全体でお祝いするため、西区への思いや 

お祝いメッセージ等をまとめた西区制 80 周年記念誌を発行しました。自治会町内会の皆さまにお送 

りしますので、ぜひご覧ください。  

また、記念誌は西区ホームページや、下記の区民利用施設でもご覧いただけます。 

（１）配布数  自治会・町内会 各１部   ※11 月の自治会・町内会あて配送便でお送りします。 

 ※このほかに、記念式典参加者、紙面作成協力者、協賛者・団体にお配りします。  

（２）ホームページへの掲載（11 月 24 日）  

① 西区役所ホームページ  

https://www.city.yokohama.lg.jp/nishi/shokai/80kinenjigyo/ kinenshi.html  

② カタログポケット 

（３）閲覧場所（12 月中旬から）  

・西区役所（1 階 総合案内他） ・にしとも広場 ・地区センター（西・藤棚）  

・コミュニティハウス（浅間、戸部、西前小、稲荷台小、東小、軽井沢）  

・地域ケアプラザ（浅間台、宮崎、藤棚、戸部本町） ・平沼集会所  

・境之谷公園こどもログハウス ・老人福祉センター野毛山荘 ・中央図書館 

（４）問合せ先   高齢・障害支援課高齢・障害係 （２階 23 番窓口）  

電話：320-8493／ＦＡＸ：290-3422  

E-mail: ni-koreisyogai@city.yokohama.jp 

１０）一般廃棄物処理基本計画「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」へのご協力の御礼について 

横浜市では平成 23 年 1 月に「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」を策定し、ごみと資源の総量を令和 7 年度 

10%削減の目標を掲げ、取り組んできました。令和５年度のごみと資源の総量は、市民、事業者の 

皆様のご協力により、基準年度対比 12.2％の削減となり、目標を２年前倒しで達成できました。 

厚く御礼申し上げます。 また、「ヨコハマ プラ 5.3 計画（令和６年１月策定）」の主要取組である 

プラスチックごみの分別・リサイクルの拡大は、10 月から先行の９区で順調にスタートを切ること 

ができました。 引き続き、来年４月の全市拡大に向けてご協力をお願いいたします。 

（１）問合せ先    資源循環局政策調整課 電話：671-2503／ＦＡＸ：550-4239  

E-mail: sj-seisaku@city.yokohama.lg.jp 

 



１１）令和６年度 第２回フードドライブ運動の実施について  

家庭や企業で余った食品を、食に困っている人や団体に届けることでフードロスを減らす「フード 

ドライブ運動」（今年度第２回目）を実施します。 

（１）フードドライブ運動について 

 まだ食べられるのに、いろいろな理由で処分されてしまう食品を、「たべもの」に困っている人 

や団体に届ける活動です。 

（２）対象の「たべもの」 

 穀類（お米、麺類、小麦粉など）、乾物（海苔、煮干しなど）、インスタント食品、レトルト食品、 

飲料（ジュース、コーヒー、お茶等）、お菓子（クッキー、せんべいなど）、ギフトパック（お歳暮、 

お中元）、保存食品（缶詰、瓶詰など）、調味料各種、食料油など  

※「未開封で賞味期限が２か月以上あるもの」かつ「常温で保存が可能なもの」をお願いします。 

（３）日時・会場  

ご提供いただける「たべもの」を受付会場に直接お持ちよりください。  

ア 受付日時１２月１日（日）～１２月１５日（日） 10：00～20：00（日曜･祝日は 16:0０まで） 

イ 受付会場 西区社会福祉協議会（高島２－７－１ファーストプレイス横浜３Ｆ）  

※その他の受付場所につきましてはチラシ裏面をご覧ください。 

（４）問合せ先   西区社会福祉協議会  電話：４５０－５００５  FAX：４５１－３１３１  

E-mail: info-nishi@yokohamashakyo.jp 

 

１２）令和６年度 「にこまちフォーラム」の開催について 

令和６年度「にこまちフォーラム」を、次のとおり開催いたしますので、是非ご参加くださいますよう 

お願いいたします。 また、案内チラシの表面を掲示板にご掲出いただきますようお願いいたします。 

（１）日時  令和７年２月 15 日（土） 13：30～16：20 （開場：12：30） 

（２）会場  西公会堂 

（３）内容 《第１部》  

・第４期にこまちプラン地区別計画 各地区の取組発表  

・ミュージカル「にこまちの光」  

（子どもたちの取組として、宮谷小学校のこどもたちが、西区を舞台にしたミュージ  

カル「にこまちの光」を上演します。）  

《第２部》  

・防災講演会 ～能登半島地震に学ぶ、頑張らない防災のすすめ。 

 明日からできる、災害時の備えやつながりづくりのヒント～  

【講師】鈴木 光 氏 横浜生まれ。地域の災害リスクの理解を深める減災教育プログラム 

を考案し、全国各地でコンサルティングを行う。全国紙に連載がありご活躍中。 

（４）問合せ先    福祉保健課事業企画担当 （２階 24 番窓口）  

電話：320-8437／ＦＡＸ：324-3703  

E-mail: ni-nikomachi@city.yokohama.jp 

１３）「在宅避難食レシピ集」の新規発行について 

西区ヘルスメイト結成 60 周年及び区制８０周年を記念して、災害時に役立つ「在宅避難」を想定した 

レシピ集を作成しました。 災害時に在宅避難を想定し、日頃からの避難食の準備の基本やローリング 

ストックでの備蓄方法、また電気・ガス・水道が止まった災害時に活躍する「ポリ袋によるパッククッ 

キング」の紹介やレシピなどの情報が掲載されていますので、ぜひご活用ください。 

（１）一般配布開始時期   12 月１１日から各窓口の配布予定です。  

（先行して 11 月の西区民まつり健康ひろば 西区ヘルスメイトのブースで配布しました） 

（２）配布場所  

西区役所福祉保健課２階 25 番窓口、区内地域ケアプラザ・地区センター、中央図書館、 

にしく市民活動センター、西スポーツセンター 

（３）その他  地域の防災訓練等や地域での各種イベント等で活用される場合は、福祉保健課へ 

お問い合わせください。なお、地域で活動しているヘルスメイトの方からもご紹介する 

場合もありますので、ご理解ご協力をお願いいたします。 

（４）問合せ先    福祉保健課健康づくり係 （２階 25 番窓口）  

電話：320-8439／ＦＡＸ：324-3703  

E-mail: ni-dukuri@city.yokohama.jp 



１４）「新たな横浜市地震防災戦略」（素案）に係る市民意見募集の実施について 

横浜市では、令和６年能登半島地震の状況などを踏まえ、市の地震防災対策を強化するため、新た 

な取組や重点施策などを盛り込んだ「新たな地震防災戦略」の検討を進めています。  

12 月中旬に素案を公表し、市民の皆様から広くご意見をいただくための市民意見募集を行います 

ので、事前にお知らせします。 

（１）市民意見募集について     

① 募集期間（予定）  令和６年 12 月中旬から令和７年１月中旬まで  

※ 詳細は、市ウェブページ等でお知らせします。  

※ 広報よこはま 12 月号においてもご案内する予定です。  

② 素案及び概要版リーフレットの閲覧・配架場所  

市民情報センター（市庁舎３階）、各区役所広報相談係ほか ※ 市ウェブページにも掲載します。 

③ 御意見の提出方法  横浜市電子申請・届出システム、リーフレット付属のはがきによる郵送 

電子メール又はＦＡＸ  

④ 今後のスケジュール  

・令和６年 12 月中旬～令和７年１月中旬 素案に係る市民意見募集  

・令和７年３月末 「新たな地震防災戦略」策定 

（２）問合せ先    総務局危機管理室防災企画課 電話：671-4096／ＦＡＸ：641-1677 

１５）令和６年 10 月 27 日執行 第 50 回衆議院議員総選挙の結果について 

令和６年 10 月 27 日執行 第 50 回衆議院議員総選挙につきましては、短い準備期間の中で、 

多大なるご協力をいただき誠にありがとうございました。 結果について、お知らせいたします。 

（１）第 50 回衆議院議員総選挙 投票率 （在外投票を除く）  

西区 55.13%  横浜市 55.５4% 

（２）問合せ先    総務課統計選挙係（４階 50 窓口）  

電話：320-8316／ＦＡＸ：322-9847  

E-mail: ni-senkyo@city.yokohama. lg.jp 

１６）エコハマ(横浜市エコ家電応援キャンペーン第２弾)早期終了に伴う、広報チラシの掲示板掲出終了について 

エコハマ（横浜市エコ家電応援キャンペーン第２弾）は、令和６年６月からキャンペーンを実施して 

まいりましたが、この度、予算上限に到達したため、11 月５日（火）に早期終了いたしました。  

つきましては、早期終了をもって広報チラシの掲出も終了となりますので、令和６年５月に掲出依頼 

をした広報チラシを、自治会町内会の掲示板から撤去していただきますよう、ご協力をお願いいたし 

ます。自治会町内会の皆様におかれましては、広報等にご協力いただき、誠に有難うございました。 

（１）問合せ先     

《キャンペーンの内容に関すること》  

エコハマお客様専用コールセンター  

（電話番号：045-900-4830、土日祝・年末年始含む 10 時～18 時）  

《掲示板への広報チラシ掲出・撤去に関すること》  

脱炭素・GREEN×EXPO 推進局脱炭素ライフスタイル推進課エコハマ担当    

電話：671-2661／ＦＡＸ：550-4838 E-mail: da-ecohama@city.yokohama.lg.jp 

１７）令和７年度改選 委嘱委員の推薦について 

今年度、各地域でご活躍いただいております、スポーツ推進委員、環境事業推進委員、保健活動推進 

員、明るい選挙推進員の４つの委嘱委員が任期を迎えます。 つきましては、新たな候補者の推薦につ 

いてご協力いただきますようお願い申し上げます。 これまでは推薦書を各委員所管課にご提出いただ 

いておりましたが、今年度は、すべて地域振興課にご提出をお願いいたします。 本市では、持続可能 

な地域運営の実現に向けた取組の一つとして、自治会町内会の負担軽減について、これまで全市的に 

検討が進めきたところですが、今回、当該委員の推薦を同時に依頼することになるため、少しでも自 

治会町内会の皆様のご負担を軽減するため、推薦依頼の一本化を行うものです。 

 

 

 

 

 

 



委嘱 

委員 

スポーツ 

推進委 

環境事業 

推進委員 

保健活動 

推進員 

明るい選挙 

推進員 

任期 ２年（令和７年４月１日から令和９年３月 31 日） 

推薦 

人数 

原則として自治会

町内会で１名推薦

をお願いします。  

（地域の実情に応

じて柔軟に対応い

たします） 

原則として自治会

町内会で１名推薦

をお願いします。  

（地域の実情に応

じて柔軟に対応い

たします） 

各自治会町内会から１名

を基本とします。  

なお、自治会町内会の世帯

数が多い場合、350 世帯を

超えるごとに１名の増員

を目安に、推薦をお願いし

ます。 

推薦依頼は行っており

ませんが、原則として自

治会町内会長様に委嘱

させていただいており

ます。  

※次年度４月１日時点

での会長に推進員を委

嘱予定です。 

提出 

先 

地域振興課地域活動係（4 階 47 番窓口） 

または 

電子申請システム 
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/0ef6

963b 4d68-435b-b5d2-59558a3327cd/start 

 

提出 

期限 
令和７年２月 21 日（金）  

問合 

せ先 

各委員については、各委員所管課にお問い合わせください。 

地域振興課 

生涯学習係 

電話 320-8391 

資源循環局 

西事務所 

電話 241-9773 

福祉保健課 

健康づくり係 

電話 320-8439 

総務課 

統計選挙係 

電話 320-8315 

詳細 

資料 
 別紙  のとおり  別紙 のとおり  別紙 のとおり  

その 

他 
任期途中の委員交代については、各委員所管課（上記 問い合わせ先）にご連絡ください。 

 

１８）自治会町内会 DX 展示・相談会について 

自治会町内会の役員の皆様向けに、活動におけるデジタルツールの活用（回覧板や会費集金等の 

デジタル化）に関する DX 展示・相談会を市内３か所で開催します。 当日は、デジタル化で出来る 

ことについて企業や団体の方にご紹介いただき、その後、直接相談をいただける会となります。  

つきましては、参加希望の団体は、エントリーシートのご提出をお願いいたします。 

（１）開催概要  ① 令和７年１月 25 日（土）10 時～ 保土ケ谷区役所 本館地下１階・会議室  

② 令和７年２月 ２日（日）10 時～ 磯子区役所 ７階 701・702 会議室  

③ 令和７年２月 ８日（土）10 時～ 都筑区役所 ６階大会議室ＡＢ 

＝当日の流れ（予定）＝ 

時   間 内    容 

10：00～10：15 自治会町内会ＤＸの説明（約 15 分） 

10：15～11：00 企業・団体によるデジタルツール等の説明（約 45 分） 

11：00～12：00 展示・相談会（約 60 分・途中退席可） 

（２）申込方法   ① 電子申請・届出システム  

② FAX（市民局地域活動推進課あて FAX:664-0734） 

（３）申込期限   令和７年１月 14 日（火）必着 

（4）問合せ先   市民局地域活動推進課  電話：671-2317 

 

 

 

 

 

 



１９）令和６年度「自治会町内会のための講習会」事例発表 収録動画の YouTube 配信について 

令和６年度の「自治会町内会のための講習会」について、昨年度に引き続き、より多くの皆様にご紹 

介するため、事例発表の様子を収録した動画を YouTube にて配信します。  

つきましては、以下の通りご案内いたしますので、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。 

（１）配信内容  

市内２区の自治会町内会に、ICT を活用した負担軽減等の活動事例をご紹介いただきました。 

① 保土ケ谷区 坂本町内会 「自治会 DX の実現に向けて」（LINE を活用した情報伝達） 

② 瀬谷区 本郷第一自治会 
「回覧文書の電子化」  

（「いちのいち」アプリを活用した回覧、ポスターの電子配布） 

 

（２）配信期間など  

・令和６年 11 月 12 日（火）～令和８年３月 31 日（火）  

・以下のホームページから視聴できます。  

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/ 

      shiminkyodo/jichikai/kanyu_sokushin.html 

（３）その他  

・事例発表について、視聴した感想等を電子申請・届出システムでお答えください。  

令和６年 11 月 12 日(火)午前９時から令和７年３月 31 日(月)午後５時まで受け付けます。  

・電子申請・届出システムは、上記の二次元コードまたは、電子申請・届出システムトップ 

ページから、「手続き一覧（個人向け）」→キーワード検索「自治会 講習会」で検索できます。   

（４）問合せ先    市民局地域活動推進課   電話：671-2317 

２０）第 34 期西区スポーツ推進委員連絡協議会全体会について 

第 34 期西区スポーツ推進委員連絡協議会全体会（以下、全体会）の開催にあたり、各地区連長 

及び各自治会町内会に対し、次のとおりご依頼申し上げます。 

（１）全体会の開催概要  

① 日 時   令和７年３月 14 日（金）18 時 00 分から  

② 会 場   ホテルザノット横浜（西区南幸 2-16-28）  

③ 参加費   １名につき 9,000 円。 

（２）各地区連長への依頼内容  

各地区連長の皆様におかれましては、全体会へのご出席をお願いいたします。  

（３）各自治会町内会への依頼内容  

全体会に出席されるスポーツ推進委員の参加費（１名につき 9,000 円）をご負担 

いただきますようお願いいたします。 

（４）問合せ先    地域振興課スポーツ推進委員担当 （４階 48 番窓口）  

電話：320-8391／ＦＡＸ：322-5063  

E-mail: ni-sports@city.yokohama.jp 

２１）令和６年度西区交通安全功労者表彰候補者推薦について 

西区における交通の安全と事故防止に貢献した個人または、団体に対し、その功績を表彰する 

「西区交通安全功労者表彰」の開催を令和７年３月７日（金）に予定しています。  

つきましては、今年度も日頃から地域の交通安全に貢献していただいている個人または団体の 

表彰を実施したいと存じますので、候補者の推薦をお願いいたします。 

（１）推薦者数   各地区において個人・団体それぞれ１候補 

（２）表彰基準  

① 通学路、交差点その他交通の要所において、歩行者、車両等の安全を図るなど街頭指導を 

積極的に行ったもの。  

② 指導、啓発、広報等の活動に尽力し、安全思想の普及高揚を図ったもの。  

③ 交通安全に関する調査研究を行い、有効なる提言または成果をあげたもの。  

④ 私財、金品、施設等の寄付をしたもの。  

⑤ その他交通安全運動推進に功績のあったもの。 

（３）推薦期限   令和７年１月 14 日（火） 

（４）申込先    推薦用紙を地域振興課交通安全担当にご提出ください。 

（５）問合せ先    地域振興課交通安全担当 （４階 48 番窓口）  

電話：320-8392／ＦＡＸ：322-5063 



２２）西区今昔かるたの追加販売について 

６月区連会でお知らせいたしました「西区今昔かるた」の販売につきまして、100 セット限定販売 

が完売となっておりましたが、ご好評につき、10 月中旬から追加販売を開始いたしました。  

つきましては、追加販売お知らせのポスターをお送りしますので、掲示版への掲示のご協力をお願い 

いたします。 

（１）販売場所   西区役所１階 にしく市民活動支援センター「にしとも広場」  

※なくなり次第終了です 

（２）価格     １セットにつき 1,500 円（税込） 

（３）問合せ先   地域振興課（４階 48 番窓口）  電話：320-8390／ＦＡＸ：322-5063 

 E-mail: ni-gakushu@city.yokohama.jp 

２３）令和６年度 自治会町内会長永年在職者表彰式及び感謝会について 

永きにわたり自治会町内会長としてご尽力されている方々を自治会町内会長永年在職者として 

表彰する式典を開催します。日程の詳細が決まりましたので、ご報告いたします。  

１月上旬を目安にご案内を地域振興課から被表彰者及び参加対象者あてに郵送いたしますので、 

ご出席につきまして、よろしくお願いします。 

（１）日時   令和７年３月３日（月） 14：00～1５：３5 

（２）会場   崎陽軒本店 ４階ダイナスティー 

（３）表彰者  自治会町内会長永年在職者 １5 名  

《内訳》 ・市長表彰（15 年） ３名  

・市長感謝（10 年） ６名  

・区長感謝（ ５ 年） ６名 

（４）問合せ先   地域振興課地域活動 （４階 47 番窓口） 電話：320-8389／ＦＡＸ：322-5063  

E-mail: ni-chiikishinko@city.yokohama.jp 

 

以上 


